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午後１時１４分開会 

○渡辺ひであき委員長 皆さんおそろいですので、

ただいまから総務委員会を開会させていただきま

す。 

 

           ◇            

 

○渡辺ひであき委員長 まず初めに、記録署名員２

名を御指名申し上げます。 

  伊藤委員、土屋委員、よろしくお願いをいたし

ます。 

 

           ◇            

 

○渡辺ひであき委員長 次に、議案の審査に移りま

す。 

  第１４４号議案 令和７年度足立区一般会計補

正予算（第８号）を単独議題といたします。 

  執行機関の説明を求めます。 

○政策経営部長 恐れ入ります。補正予算案の概要

をお開きください。 

  １ページになります。 

  一般会計が８号補正となりまして、３，４００

万円余の増額。 

  続きまして２ページ、歳入でございます。 

  歳入につきましては、１９番、こちら財政調整

基金からの繰入れとなっておりまして、同額の補

正となっております。 

  続きまして、歳出、５ページでございます。 

  総務費で３，４００万円余の増額、こちらは一

部住民税過誤納還付金、こちらの不足が生じる見

込みであることから補正予算を計上したものでご

ざいます。 

  また、６ページでございます。 

  小・中学校最上階普通教室への遮熱レースカー

テンの購入、こちらは令和８年度夏の導入に向け

まして債務負担行為を設定するものでございます。 

  補正後の基金現在高は、１１ページのとおりで

ございます。 

○渡辺ひであき委員長 何か質疑ございますか。 

○はたの昭彦委員 何点かお聞きしたいのですが、

住民税の過誤納還付金についてですけれども、当

初の見込みよりもその還付金が多くなったという

ことですけれども、事前に御説明あったところ、

株価が上がり調子、上り調子というかな、上がっ

ている状況においてはこういう事例はよく発生す

るということですけれども、令和７年度当初予算

は令和６年に比べて１０％増、それぐらいは上が

るだろうという見込みで予算を組んだけれども、

想定以上に株価が上がっているという理解でよろ

しいでしょうか。 

○納税課長 株価の想定というのはいたしておりま

せんが、株価が上がっているということもござい

ますけれども、今回、株の上昇の想定というのが

なかなか我々でできておりませんで、令和５年と

令和６年の比較で当初予算を組ませていただきま

した。 

  なので、株価というよりは、返還額が増えてい

くであろうと、そういう予想に基づいて想定した

ものでございます。 

○財政課長 株価も総体的に上がっているという状

況はおっしゃるとおりかと思いますし、それに伴

って利益が増大した方が多く、その取引の損失が

そこで見えてきたというところもありますので、

この還付金が出ているというところでございます。 

  想定としては、先ほど説明あったとおりに、実

績に基づいて増大傾向であるというところを捉ま

えまして、１０％増というところでは出しており

ますが、想定以上に返す方が増えている、申請の

ある方が増えているという状況でございます。 

○はたの昭彦委員 国の納税措置に基づいて還付が

生じているということはある程度仕方ないのかな

と思ったのですけれども、これ最初聞いたときに

非常に不思議な感じがしたのですね。 
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  というのは、株取引というのは個人が資産を増

やすために自己の判断で売り買いをするわけです。

その場合の損失が数年にわたって繰越しで控除で

きるということで言うと、何でなのだろうと。 

  例えば中小企業者などは、赤字が出て、次の年

が黒字になったという場合には、その前の年の赤

字分を補塡する形で税額が下がるということはな

いと思うのです。そういう意味では、非常に優遇

されているなという気がしたのですけれども、区

の認識はどうでしょうか。 

○納税課長 国の制度でございますので、私からの

意見は、そういうものだということですけれども、

やはり貯蓄から投資へと、そういった流れで国力

を上げていこうと、そういった想定があるのでは

ないかと、私、想像するところでございます。 

○はたの昭彦委員 貯蓄から投資へという国の方針

があるわけですけれども、ただ、株を買える人、

一部の富める人たちが株を買えるということで言

うと、非常に不公平というか、庶民からすれば納

得できない感じがするなというのは申し上げてお

きたいと思います。 

  それと、小・中学校の設備の方ですが、遮熱レ

ースカーテン、これ当初見たときに、最上階の教

室のみということですけれども、確かに最上階の

教室というのは、総体的にほかの階数に比べると

部屋の温度が高いということはあるのですね。 

  遮熱カーテンで一定の効果はあるとは思うので

すけれども、そもそも最上階の部屋の温度が高い

というのは、天井の断熱が十分ではなくて、天井

からの輻射熱によって気温が上がるということが

根本原因かと思うのですが、それについていかが

でしょうか。 

○学校施設管理課長 はたの委員おっしゃるとおり、

最上階というのは天井からの熱によって室温が高

くなる傾向にございます。 

  ただ、区としましても、大規模改修のときです

とか、屋上の防水の工事のときには、そういった

断熱の工事などの取組をさせていただいていると

ころでございます。 

○はたの昭彦委員 屋上の断熱も大事だけれども、

室内の天井の断熱が求められているのではないか

と思いますし、今後そういう対策も必要なのでは

ないかと思います。 

  それとともに、最上階だけということで言うと、

その下の２階、３階の教室の室内温度はどうなの

かというのが非常に気になったのですけれども、

昨今の気候変動の中で、３６度、３７度という気

温があって、クーラーが最上階で効きにくいとい

うことはあるのですけれども、ほかの階の教室と

いうのは、いわゆる文科省が定めている教室の適

正温度、１７度から２８度に収まっているという

ことでの調査はしているのでしょうか。 

○学校施設管理課長 今回、学校の方に協力をいた

だきまして、各フロアの普通教室の室温を計測さ

せていただきました。おおむねエアコンは効いて

いる状況だと、区としては認識しております。 

  ですので、今後、エアコン等、その辺しっかり

と、何か不具合等があれば、いつでも御相談いた

だければこちらの方で対応して、適切な室内温度

を実現していくように努めてまいりたいと思いま

す。 

○はたの昭彦委員 基本的に反対するものではあり

ませんけれども、ただ、最上階だけでなくて、ほ

かの階下の教室についても、今後は気候変動の中

で気温上昇が予想されるわけですから、ほかの教

室についても遮熱カーテン等の室温対策は必要だ

と思いますので、その辺の対策を検討していただ

きたいと思います。要望です。終わります。 

○渡辺ひであき委員長 他に質疑ございますか。 

○岡安たかし委員 質疑というか、１点確認です。

この住民税の過誤納還付金、分かりづらいので私

の方も調べまして、例えばこれ株だけじゃないで

しょうけれども、先物取引もそうでしょうけれど

も、１００万円マイナスになっちゃったと、今年。
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もともと、先ほどはたの委員言われた、不公平じ

ゃないかとあるのですが、１００万円利益を得た

ら、ざっくり住民税と合わせて２割、２０％払う

わけですから、確定申告や住民税として区に。２

割を払うので、それはそれで利益出たときに払い

ますと。 

  １００万円例えばマイナスになっちゃったと、

今年。そうすると、翌年３０万円利益が出た、そ

の次も３０万円利益が出た、最後の年４０万円利

益が出た、３年間で１００万円利益出たけれども、

最初の年に１００万円マイナスになっちゃったか

ら、さっき言った２０％、住民税と合わせて。こ

れを免除してあげましょうと、こういう制度とい

うことでよろしいのですね。 

○納税課長 岡安委員おっしゃるとおりでございま

す。 

○岡安たかし委員 国が決めた制度ですから、これ

はこれで区にその感想を求めてもしようがないの

かなと思いますし、もうかっているときは２割ち

ゃんと住民税と合わせて払うわけですから、３年

間そのマイナスを繰り越してあげるというのも１

つの考え方としては、３年間がいいのか、２年間

がいいのか、４年間がいいのか、これは国が決め

ることなのであれですけれども、私は、これはし

ようがないのかなと思いますし、そうやって過誤

納還付金が出たということは、マイナスになった

人も大きかったということですから、これはこれ

で、株等を買った人がもうけたときはちゃんと２

割払ったけれどもマイナスになっちゃった人も多

かったということで、かなり打撃を受けた人も多

かったのだろうなということで、理解してあげな

きゃいけないと思っています。これは確認で、あ

りがとうございました。 

○渡辺ひであき委員長 他に質疑ございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○渡辺ひであき委員長 質疑なしと認めます。 

  次に、各会派からの意見を求めます。 

○伊藤のぶゆき委員 賛成で。 

○岡安たかし委員 可決でお願いします。 

○はたの昭彦委員 先ほど申し上げたように、富め

る者が、持てる者が優遇されるような制度だと思

います。ということはあるのですけれども、国の

制度に基づいてのことなので、この議案について

は賛成したいと思います。 

○へんみ圭二委員 賛成です。 

○川村みこと委員 賛成です。 

○土屋のりこ委員 賛成です。 

○渡辺ひであき委員長 これより採決いたします。 

  本案は、原案のとおり可決すべきものとするこ

とに御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○渡辺ひであき委員長 御異議ないと認め、原案の

とおり可決すべきものと決定いたしました。 

  以上をもちまして総務委員会を終了いたします。 

午後１時２４分閉会 


